
 地域密着型サービスのみなし指定事業所にかかる加算の届出及び 

「事業所異動連絡票情報（サービス情報）」への「登録保険者番号」 

の設定について 

 
 

地域密着型サービスについては、他市町村から事業所の指定を受ける場合に

は、当該他市町村に対し、指定の申請と合わせて、介護給付費算定に係る体制

等に関する届出を行う必要があります。 

また、平成１８年４月１日に事業所所在の市町村及び他市町村から地域密着

型サービスの指定を受けたとみなされたグループホーム等については、新たな

指定の申請は不要ですが、介護報酬の請求・支払に関する審査をする上で必要

とされることから、介護給付費算定に係る体制等に関する届出をそれぞれの市

町村に対して行うことが必要です。（介護制度改革インフォメーション VOL96

「平成 18 年 4月改定関係Ｑ＆Ａ（VOL３）」問２２」を参照） 

この度、事業者からの当該市町村への届出、及びこれに伴う都道府県事業所

台帳の整備状況等を考慮し、国保連合会における審査支払事務を滞りなく円滑

に実施するため、都道府県が作成する事業所所在地以外の市町村の指定に係る

「事業所異動連絡票情報」（サービス情報）への「登録保険者番号」の収録、

及び当該情報に基づく国保連合会での審査については、地域密着型サービスの

みなし指定分に限り、その実施を 1ヶ月間遅らせ、６月審査分から実施するこ

ととします。 

なお、４月サービスの５月審査分については、後日、縦覧点検等により確認

を行うこととします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内市町村（政令市・中核市を含む。）

へ周知するとともに、制度改正の円滑な施行に向けて、ご協力方よろしくお願

い致します。 
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